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Ⅰ 平成２７年度予算案について 

 

 

 

 

 

１．予算額 

総 額：８．６億円（前年度 ６．１億円） 

 

 

２．重点施策 

（１）マイナンバー保護のための監視・監督 

【０．５億円（前年度 ０．１億円）】 

民間事業者向けガイドライン説明会の開催、監視・監督業務に係る

調査、立入検査の実施 等 

 

（２）広報・国際協力       【１．１億円（前年度 ０．２億円）】 

 国民向けマイナンバー相談窓口の設置、国民向け広報・リーフレッ

トの作成、地方公共団体向け説明会の開催、海外の個人情報保護機関

との連携・協力等のための国際会議出席 等 

 

（３）特定個人情報保護評価 ※の推進 【０．５億円（前年度 ０．２億円）】 

 特定個人情報保護評価書システム（ホームページで評価書の受付・

閲覧ができるシステム）の運用開始 

※マイナンバーを利用する行政機関等が、総合的なリスク対策を自ら評価し公表する制度 

 

（４）委員会運営に必要な事務費、委員及び職員の人件費等 

【６．６億円（前年度 ５．７億円）】 

 

注）数字は、小数第 2位（百万円）を四捨五入 

 

  

平成２７年度から、マイナンバー（個人番号）の全国民に対する付番、

利用が開始されることから、マイナンバーの保護に必要な、監視監督、

国際協力などの業務を本格的に実施。 

１ 



 

３．平成２７年度予算案総括表 

（単位：百万円） 

 
２６年度 

予算額 

２７年度 

予算案額 

比 較 

増減額 

特定個人情報保護委員会 

  合  計 
６１５ ８６５ ２５０ 

１ マイナンバー保護のた

めの監視・監督 
 １４ ５０ ３６ 

２ 広報・国際協力 

 
 １５ １０７ ９１ 

３ 特定個人情報保護評価

の推進 
 １６ ５０ ３４ 

４ 委員会運営に必要な事

務費、人件費等 
５７０ ６５８ ８８ 

注）四捨五入の関係で計数は必ずしも一致しない。 

 

 

Ⅱ 機構定員について 

 

２６年４月    ２７年４月 

 

職員   ３２名  ⇒   ３９名 （７名増） 

  

２ 



（参考） 特定個人情報保護委員会の概要 

 

  

組 織 

○委員長１名・委員６名（合計７名）の合議制 

 （平成２７年中５名、平成２８年１月から７名） 

 ・委員長（常勤） 堀部政男（元一橋大学法学部教授） 

 ・委 員（常勤） 阿部孝夫（元川崎市長） 

 ・委 員（常勤） 嶋田実名子（元（公財）花王芸術・科学財団常務理事） 

 ・委 員（非常勤）手塚 悟（東京工科大学コンピュータサイエンス学部教授） 

 ・委 員（非常勤）加藤久和（明治大学政治経済学部教授） 

○委員長・委員は独立して職権を行使 （独立性の高い、いわゆる３条委員会） 

○任期５年・国会同意人事 

主な所掌事務 

○
指
導
・
助
言 

○
法
令
違
反
に
対
す
る
勧
告
・
命
令 

○
報
告
徴
収
・
立
入
検
査 

○
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の 

構
築
等
に
関
す
る
措
置
要
求 

○
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
に
関
す
る 

指
針
の
作
成
・
公
表 

○
評
価
書
の
承
認 

○
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
の 

広
報
啓
発 

 行政機関・地方公共団体など 民間事業者 個 人 

監視・ 

監督 

指

針 
評
価
書 

広報・ 

啓発 

○
国
際
会
議
へ
の
参
加
そ
の
他
国
際
連
携 

・
協
力 

○
苦
情
の
申
出
に
つ
い
て
の
あ
っ
せ
ん 

○
内
閣
総
理
大
臣
に 

対
す
る
意
見
具
申 

監視・監督 

 

 

 

 

 

 

特定個人情報
保護評価 

 

 

 

 

 

設置根拠・任務 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）に基づき、平成２６年１月１日に内閣府の外局として設置。 

個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するた

めに必要な措置を講じることが任務。 

 

  

広 報 国際協力 苦情処理 意見具申 

３ 

○
年
次
報
告 

国会報告 

苦 

情 

 

あ
っ
せ
ん 
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